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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コントロールシリンダ内で軸方向に移動可能であり、その外周部の少なくとも１つのコ
ントロール面で、前記コントロールシリンダ内の少なくとも１つのコントロール開口部を
制御するスライディングスリーブ（１２）を有し、前記コントロール面（２３）は前記コ
ントロールシリンダ（１３）の方向で半径方向に弾力的に撓む性質を有し、前記コントロ
ールシリンダ（１３）と当接する、スライディング弁であって、
　前記コントロール面（２３）の領域において、少なくとも１つの縦方向溝（２４）とば
ねタング（２５）が形成され、前記スライディングスリーブ（１２）が閉状態の場合、コ
ントロール開口部（１７、１８）は前記スライディングスリーブ（１２）により覆われる
ことを特徴とするスライディング弁。
【請求項２】
　複数の縦方向溝（２４）が提供され、それらの溝（２４）の間に複数のばねタング（２
５）が形成され、それらのばねタング（２５）に前記コントロール面（２３）が配置され
ることを特徴とする請求項１に記載のスライディング弁。
【請求項３】
　前記ばねタング（２５）は前記コントロール面（２３）の前記領域（２６）において補
強されることを特徴とする請求項２に記載のスライディング弁。
【請求項４】
　前記コントロール面（２３）は、制御された媒体の圧力によって前記コントロールシリ
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ンダ（１３）に押し付けられることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のス
ライディング弁。
【請求項５】
　カートリッジ式の構造で実現されることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記
載のスライディング弁。
【請求項６】
　前記スライディングスリーブ（１２）は、磁性材料から製造され、その上部（２７）は
同時に磁気回路のアーマチュアの働きをすることを特徴とする請求項１～５のいずれか一
項に記載のスライディング弁。
【請求項７】
　前記スライディングスリーブ（１２）は、ねじれないように前記コントロールシリンダ
（１３）内で案内されることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載のスライデ
ィング弁。
【請求項８】
　前記コントロールシリンダ（１３）は、前記スライディングスリーブ（１２）の嵌め込
み用円錐状領域（２８）を有することを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の
スライディング弁。
【請求項９】
　内燃機関用燃料噴射弁であることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載のス
ライディング弁。
【請求項１０】
　前記コントロールシリンダ（１３）内には、隣接するノズルボア（１９、２０）を有す
る少なくとも２つの軸方向にオフセットされたコントロール開口部（１７、１８）が設け
られることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載のスライディング弁。
【請求項１１】
　少なくとも２つのノズルボア（１９、２０）はそれらの位置及び／又は形状に関し異な
ることを特徴とする請求項１０に記載のスライディング弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１のプリアンブルによるスライディング弁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、燃料噴射ノズル付き往復ピストン形内燃機関が記載されている。これ
は、内燃機関の燃焼室の方向に向いているニードル弁ヘッドを有する中空ニードル弁を保
有している。ニードル弁のキャビティとその外周部との間にノズルボアがあり、それを通
じて燃料が、噴射弁の開状態で、燃焼室内に噴射される。噴射弁は、燃焼室の方向でニー
ドル弁の外向移動によって開き、ニードルヘッドの弁フェースがノズル本体の弁座から上
昇する。ノズル穴の瞬間的開口断面は、ノズル本体の弁座の内周縁部のコントロールエッ
ジからのニードル弁のリフトに依存して決まる。
【０００３】
　噴射弁は、２列の制御可能なノズル穴を保有し、これらはニードル弁の移動方向に互い
にオフセットして配置されている。一方の列のノズル穴は、他方の列のノズルとノズル軸
に対するそれらの傾き及びそれらの断面形状が異なるので、燃焼室内の混合形成を広範囲
で動作パラメータに適応できる。燃料噴射弁は、閉状態において、噴射ノズルの噴射後の
液ダレを防ぐ弁座と、噴射量及び燃料準備を変更できるスライディング弁との組合せであ
る。ニードル弁内のノズルボアのため、ニードル弁の壁に十分な肉厚を持たせなければな
らない。さらに、ニードル弁ヘッドは、弁の質量を増すので、２つの制御機構の組合せか
ら生じる噴射ノズルの複雑さは別として、ニードルコントロール及びアクチュエータ装置
が、ノズルニードルの質量のため、非常に複雑になり、開閉ノイズの発生につながる。さ
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らにこのような装置は、内向開口ノズルニードルを有する噴射ノズルには使用できない。
【０００４】
　特許文献２には、同様に２列のノズルボアを有する内向開口噴射ノズルが記載されてお
り、これらのノズルボアは、ノズル本体内に製造され、同軸に配置されたスライディング
スリーブを通り、対応する端面止まり穴及び半径方向に延びる燃料ダクトを介して燃料圧
力装置に接続される。スライディングスリーブは、厚肉円筒状要素であり、これはノズル
本体内で軸方向に移動可能なように精密に嵌め込まれる。
　特許文献３には、スライディングスリーブがコントロールシリンダ内で軸方向に移動可
能なように配置されるスライディング弁が記載されている。スライディングスリーブは、
コントロールシリンダの圧力媒体入口に向いている端面に、止まり穴を保有し、その止ま
り穴から半径方向に延びる圧力媒体ダクトが放射状に広がる。これらは、スライディング
スリーブの周囲のコントロール面に現れ、スライディングスリーブの位置に従って、圧力
媒体入力と有効ライン又は戻り回路との間の接続を確立する。スライディングスリーブは
、弾性的に変形可能な材料から成るので、スライディングスリーブのコントロール面は、
コントロールシリンダの方向で半径方向に弾力的に撓む性質がある。これらは、したがっ
て、嵌め合いの精度に高い費用を掛けずに、閉状態において、コントロール開口部を密閉
することができる。この状況において、コントロール面が所定の予圧下でコントロールシ
リンダに当接するか、又は制御された媒体、気体又は液体の圧力によってコントロールシ
リンダに押し付けられると好都合である。接触圧力は増加する媒体圧力と共に上昇するの
で、スライディング弁は、媒体圧力が高くても確実なシールを形成する。
【０００５】
【特許文献１】独国特許発明第１９９　１６　４８５　Ｃ２号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第０　７１３　９６７　Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第４１　１９　４０２　Ａ１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、密閉スライディング弁を簡単にし、可動部品の質量を低減することで
ある。これは、請求項１の特徴により本発明に従って達成される。さらなる有利な実施形
態は従属請求項から明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、スライディングスリーブは、コントロール面の領域に少なくとも１つ
の縦方向溝を有するので、コントロール面は半径方向に撓むことができる。周囲全体に分
配された複数のコントロール面が複数のコントロール開口部に割り当てられる場合、対応
する数の縦方向溝が提供され、それらの溝の間にばねタングを形成し、それらのばねタン
グにコントロール面が配置される。縦方向溝がスライディングスリーブの端面まで延長さ
れる場合、このように形成されるばねタングの端部にコントロール面を配置すると有利と
なる。ばね端部の幾何学的成形によって、それらのばね特性に影響を与え、それらの特性
を特定の用途に適合させることが可能となる。
【０００８】
　燃料噴射弁において、媒体、すなわち燃料は、ニードル弁の、及びスライディングスリ
ーブのキャビティを通して高圧下で送られるので、このようなスライディング弁は、燃料
噴射弁として特に適しているが、それは、他の用途や気体状媒体を制御するためにも同等
に適している。本発明によるスライディング弁は、簡単な構成、漏れのないこと、及び低
質量の可動部品によって特に区別され、それによって短い応答時間を維持しつつコントロ
ール及びアクチュエータ装置の費用も低減できる。さらに、開閉ノイズも防止される。
【００１０】
　ばねタングは、コントロール面の領域が補強されていると好都合である。コントロール
面はそれによって十分な寸法安定性が得られるので、それらをコントロール開口部に密着
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させることができる。
【００１１】
　スライディング弁の装着を容易にするために、カートリッジ式構成で実現されると好都
合である。さらに、スライディングスリーブは、磁性材料から製造でき、その頂部は同時
に磁気回路のアーマチュアの働きをする。簡易小型化アクチュエータ装置がゆえに達成さ
れる。
【００１２】
　スライディングスリーブのコントロール面がコントロール開口部に確実に割り当てられ
るようにするために、スライディングスリーブがその軸方向への運動中にねじれるのを防
止するか、又はそれを強制的に回転方向に案内すると好都合である。これは、円形の形と
異なり、弁本体の適当なガイド内で案内される断面輪郭を有する、例えば、スライディン
グスリーブ、又はそれに接続された部品によって行われることもあり得る。このような輪
郭は、例えば、多角形輪郭であることもあり得る。スライディングスリーブも粗いねじ山
で案内されることもあり得る。
【００１３】
　他の利点は、図の以下の説明から明らかになる。図には、本発明の例示的な実施形態が
表現されている。図、説明及び特許請求の範囲は、組合せにて多数の特徴を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　内燃機関の燃料噴射弁式のスライディング弁１０は弁ハウジング１１を保有し、そのハ
ウジング１１内でスライディングスリーブ１２が、運動方向２９で軸方向に移動可能とな
るようにコントロールシリンダ１３内で案内される。スライディングスリーブ１２は、ス
ライディングスリーブ１２内の横方向ボア１６に挿入されるクロスピン１５によって弁棒
１４に接続される。弁棒１４は、アクチュエータ装置（詳細に図示せず）、例えば、電磁
石によって作動される。スライディングスリーブ１２及びその上部２７は、ここでは磁性
材料から製造でき、マグネットアーマチュアとして構成できる。
【００１５】
　スライディングスリーブ１２は、その自由端から始まる、縦方向溝２４を有し、それら
の溝２４は周囲全体に分配され、それらの間にばねタング２５を形成し、それらのばねタ
ング２５の端部における、その外周部にコントロール面２３が配置され、これらのコント
ロール面２３はコントロールシリンダ１３内のコントロール開口部１７、１８と協働する
。コントロール開口部１７、１８は、外側に向いたノズルボア１９、２０が隣接している
。これらはスライディングスリーブ１２の移動方向２９に互いにオフセットして配置され
ている。スライディング弁１０の閉状態において、コントロール面２３は、コントロール
開口部１７、１８を覆う。コントロール面２３は、ここでは１つまたはそれ以上のコント
ロール開口部１７、１８と作用し合うことができる。一方向へのスライディングスリーブ
１２の運動を通じて、対応するコントロール開口部１７又は１８が最初開かれ、さらにス
ライディングスリーブ１２がさらに調整されると、前に閉じていたコントロール開口部１
７又は１８が開かれる。スライディングスリーブ１２は、したがって事実上複数のコント
ロール開口部１７又は１８を交互に、又は連続的に開くことができる。
【００１６】
　コントロール面２３の領域２６において、ばねタング２５は補強されているので、寸法
安定性の増加の結果、コントロール面２３はコントロール開口部１７、１８と密着し、漏
れが生じないようにこれらの開口部１７、１８を密閉する。コントロール面２３がコント
ロール開口部１７、１８と当接する圧力は、ばねタング２５の一定のプレロードによって
、又は制御される媒体の圧力を介して達成できる。この媒体は、スライディングスリーブ
１２のキャビティ２２の中央を通過して送られ、次にノズルボア１９、２０を経由して運
ばれる。コントロールシリンダ１３は、止まり穴２１を有する端面で終了する。ばねタン
グ２５が所定量だけ外向きに予め曲げられていると好都合である。さらに、ばね特性は、
材料の選択及び幾何学的成形で決まる。スライディングスリーブを容易に装着できるよう
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にするために、弁ハウジング１１は、コントロールシリンダ１３の方向に、円錐状領域２
８を保有し、その円錐状領域２８によってばねタング２５はコントロールシリンダ１３の
寸法まで強制的に戻される。
【００１７】
　実質的に図１の細部を、拡大図で表す、図２による実施形態は、運動方向２９及び／又
は周囲方向に互いにオフセットされて配置されている２列のノズルボア１９、２０を示す
。ノズルボア１９、２０は、運動方向２９に対し異なる傾きを有し、さらに導入部で説明
したタイプの燃料噴射弁に関し、それ自体知られているように、異なる断面輪郭を有する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明によるスライディング弁についての概略縦断面図を示す。
【図２】２列のノズルボアを有する、図１による実施形態の斜視細部拡大図を示す。

【図１】 【図２】
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